
16

印
刷
／
株
式
会
社
美
野
電
子
印
刷

編集・発行／高山市総務部広報情報課
 〒506‒8555 岐阜県高山市花岡町2丁目18番地

TEL／0577‒32‒3333㈹
FAX／0577‒32‒7000 （市長室直通）
FAX／0577‒35‒3174 （広報情報課直通）

E-mail／kouhou@city.takayama.lg.jp
HP／https://www.city.takayama.lg.jp/
携帯用HP／http://mobile.city.takayama.lg.jp/
防災行政無線の内容は電話でも確認できます
☎0180-995-690

古紙パルプ配合率 70％再生紙を使用

　新型コロナウイルス関連情報 問合　健康推進課　☎ 35-3160

　県内をはじめ、全国的に新型コロナウイルス感染症患者が増えています。ご自身と大切な人の「命と健康」を守る
ため、今一度、感染予防対策の徹底、新しい生活様式の実践を心がけていただきますようお願いします。

新たな相談・受診体制がスタートしました
　新型コロナとインフルエンザは、症状(発熱、せ
き、だるさなど)が似ているため、両方を相談・受
診できる体制が始まっています。発熱などの症状
がある場合は、下記および右図を参考に相談・受
診を行ってください。
①まずは、かかりつけ医などの身近な医療機関に
電話で相談してください。
②かかりつけ医を持たない場合や、相談先に迷う
場合などは「受診・相談センター」に電話で相
談してください。
受診・相談センター(飛驒保健所)
☎33-1111(内線309) FAX 34-8327
受付：平日9:00～17:00
上記以外の休日や夜間は、☎ 058-272-8860

※飛驒保健所に設置されている相談機関の
名称が「受診・相談センター」に変わりまし
た (変更前 : 帰国者接触者相談センター )。

新型コロナウイルス・インフルエンザの同時流行に備えましょう
今年の冬は、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行が懸念されています。
【うつらない・うつらせないための感染予防対策】

インフルエンザ予防接種費用の助成“12月 28日まで受付”
抵抗力の弱い小児や高齢者を対象に、予防接種費用の助成を行います。 問合 健康推進課  ☎35‒3160

◆小児(希望者のみ)
対象者 生後6カ月から中学3年生までの人
接種期間 令和3年1月30日㈯まで
対象機関 市内および飛驒市内の指定医療機関
助成額 2,200円/回
申込 12月28日㈪までに HP・窓口にある申請書を健康推

進課(保健センター)または各支所地域振興課へ提出
※申請にはハンコ(簡易ハンコ不可)と福祉医療費受給者
証が必要です。

　◆高齢者(法律に基づく接種)
対象者 ①接種日に65歳以上の人、②60歳以上65歳未満

で心臓、腎臓、呼吸器の機能の障がい、または、
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい(身
障者手帳1級)のある人

接種期間 令和3年1月30日㈯まで
対象機関 市内および県内の指定医療機関
接種料金 一律1,630円※生活保護受給者は無料
申込 12月28日㈪までにTEL

3 つの密を避ける こまめな手洗い マスクの着用 体調の悪いときは
自宅で休養

かかりつけ医などの
身近な医療機関

本格的な冬の到来、新型コロナの感染予防の取組をお願いします
（この紙面の内容は令和 2年 11月 24日現在のものです）

感染リスクが高まる「５つの場面」
一人ひとりが工夫しながら楽しむことで市内経済の活性化に繋がるよう行動しましょう。

➊ 飲酒を伴う懇親会など　 ➋ 大人数や長時間におよぶ飲食　　➌ マスクなしでの会話

➍ 狭い空間での共同生活（寮生活など）　　　➎ 居場所の切り替わり（休憩室など）

感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫
利用者
・飲酒をする際は
①少人数・短時間　②なるべく普段一緒にいる人と　③深酒・はしご酒などはひかえ、適度な酒量で
・箸やコップは使い回さず、一人ひとりで・座席の配置は斜め向かいに（正面や真横はなるべく避ける）
・会話する時はなるべくマスク着用
・換気が適切になされているなどの工夫をしている、ガイドラインを遵守したお店で
・体調が悪い人は参加しない
お　店
・ガイドラインの遵守を（例　従業員の体調管理やマスク着用、席ごとの
　アクリル板の効果的な設置、換気と組み合わせた適切な扇風機の利用など
　の工夫も）
・利用者が飲酒をする際に上記の工夫を行うことの呼びかけや、接触確認アプリ
　（COCOA）のダウンロードを働きかける

寒い環境でも換気を行いましょう

適度な保湿（湿度 40%以上を目安）

〇換気扇など機械換気による常時換気の活用
〇機械換気が設置されていない場合は窓を少し開け、室温を 18℃以上に保つ事を目安に常時換気しま
しょう。また、連続した部屋などを用いた2段階の換気（例：使用していない部屋の窓を大きく開ける）
やHEPAフィルター付きの空気清浄機の使用など
〇飲食店等で可能な場合は、CO2センサーを設置し、二酸化炭素濃度をモニターし、
適切な換気により 1000ppm以下（*）を維持　*機械換気の場合。窓開け換気の場合は目安。

〇換気しながら加湿を　（加湿器使用や洗濯物の室内干し）
〇こまめな拭き掃除を

ガイドラインを守るお店に
貼ってあります

抜きとってご利用ください




